
   大分市子どもの学習支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、学習塾の利用に係る経費の一部を助成し、子育て世帯の負担軽

減を図ることにより、子どもたちに学力を向上するための機会を提供するため実施

する大分市子どもの学習支援事業（以下「事業」という。）に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（事業の実施） 

第２条 市長は、事業の一部の運営について、その実施を適切に行うことができると

認められる者に委託して行うものとする。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 生徒 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する中学校、義務

教育学校（後期課程に限る。）又は特別支援学校（中学部に限る。）に在学する者

その他これらに準ずる者として市長が認める者（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は

同法第６条の４に規定する里親に委託されている者及び同法第７条に規定する

児童福祉施設（母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自

立支援施設に限る。）に入所する者を除く。）をいう。 

 ⑵ 学習塾 市内の事業所において、中学校学習指導要領（平成２０年文部科学省

告示第２８号）に定める教科（国語、社会、数学、理科及び外国語に限る。）に



ついて、学習指導を行うサービスを有償で提供する事業者をいう。 

 （助成対象者） 

第４条 この要綱による助成を受けることができる者は、本市に住所を有する生徒の

保護者であって、次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けている者及

びその世帯に属している者 

 ⑵ 教育長が定める大分市要保護及び準要保護児童生徒の就学援助事務処理要領

（平成１９年４月１日施行）に基づく就学援助を受けている者及びその世帯に属

している者 

 ⑶ その他市長が助成が必要であると認める者 

 （助成の内容） 

第５条 市長は、次条第３項に規定する助成決定者の子等である生徒（以下「助成生

徒」という。）が、市長が指定する学習塾（以下「指定学習塾」という。）を利用し

た場合において、その利用に係る経費（月謝、教材費及びテスト代に限る。以下「助

成対象経費」という。）を助成するものとする。 

２ 前項の規定により支給する助成金（以下「助成金」という。）の額は、助成対象

経費の額とし、生徒１人当たり、１月につき１万円（第３学年又は第３学年に準ず

る学年に在籍している場合における７月、８月、１２月及び１月については、１万

５千円）を限度とする。 

３ 第１項の規定による助成（以下「助成」という。）は、助成生徒が利用した指定

学習塾に対し、前項の規定による金額を支払うことにより行うものとする。 

４ 助成の期間は、次条第２項の規定による助成の決定を受けた日の属する月の翌月



から当該年度の３月（当該年度の翌年度において引き続き生徒である者にあっては、

当該年度の翌年度の８月）までとする。 

５ 助成は、一の助成生徒につき、複数の指定学習塾の利用について受けることがで

きない。 

 （助成の申請等） 

第６条 助成を受けようとする者は、大分市子どもの学習支援事業助成申請書（様式

第１号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当である

と認めたときは、その助成を決定し、大分市子どもの学習支援事業助成決定通知書

（様式第２号）により、適当でないと認めたときは、大分市子どもの学習支援事業

助成申請却下通知書（様式第３号）により当該申請を行った者に通知するものとす

る。 

３ 前項の規定による助成の決定を受けた者（以下「助成決定者」という。）は、第

１項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに大分市子どもの学

習支援事業申請事項変更届出書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による届出があったときは、大分市子どもの学習支援事業申

請事項変更確認通知書（様式第５号）により、当該届出を行った者に通知するもの

とする。 

５ 助成決定者は、助成を辞退しようとするときは、大分市子どもの学習支援事業助

成辞退届出書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

 （学習塾の指定等） 

第７条 指定学習塾の指定（以下「指定」という。）を受けようとする者は、大分市



子どもの学習支援事業学習塾指定申請書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 法人登記事項証明書（申請者が法人である場合に限る。） 

 ⑵ 市税完納証明書等 

 ⑶ 所得税確定申告書の写し等（申請者が個人である場合に限る。） 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当である

と認めたときは、大分市子どもの学習支援事業学習塾指定通知書（様式第８号）に

より、適当でないと認めたときは、大分市子どもの学習支援事業学習塾指定申請却

下通知書（様式第９号）」により、当該申請を行った者に通知するものとする。こ

の場合において、市長が適当であると認めたときは、必要な条件を付すことができ

る。 

３ 指定学習塾は、第１項の規定により申請した事項について変更しようとするとき

は、あらかじめ、大分市子どもの学習支援事業指定学習塾申請事項変更届出書（様

式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による届出があったときは、大分市子どもの学習支援事業指

定学習塾申請事項変更確認通知書（様式第１１号）により、当該届出を行った者に

通知するものとする。 

５ 指定学習塾は、指定を辞退しようとするときは、大分市子どもの学習支援事業指

定学習塾指定辞退届出書（様式第１２号）を市長に提出しなければならない。 

 （請求） 

第８条 助成生徒による学習塾の利用があった指定学習塾は、当該利用に係る助成金



について請求しようとするときは、大分市子どもの学習支援事業助成金支払請求書

（様式第１３号）を当該利用があった月分に係る助成金について当該月の翌月の末

日までに、市長に提出しなければならない。 

 （助成決定者の遵守事項） 

第９条 助成決定者は、助成に係る権利を譲渡し、転貸し、その他不正の手段により

行使してはならない。 

２ 助成決定者は、指定学習塾を利用するに当たり、大分市子どもの学習支援事業助

成決定通知書の写しを当該指定学習塾に提出しなければならない。 

 （助成決定の取消し等） 

第１０条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成決

定者に係る助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、

当該取り消した部分について、既に助成金が支給されているときは、その返還を命

ずるものとする。 

 ⑴ 市外に転出したとき。 

 ⑵ 前条の規定に違反したとき。 

 ⑶ 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。 

 ⑷ 生活保護法第６３条又は第７８条の適用を受けたとき。 

 ⑸ その他学習塾の利用の形態が不適切であると認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定により助成の決定の全部又は一部を取り消すときは、大分市

子どもの学習支援事業助成決定取消通知書（様式第１４号）により、当該取消しに

係る助成決定者に通知するものとする。 

 （指定学習塾の遵守事項） 



第１１条 指定学習塾は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 適切なサービスの提供に努めること。 

 ⑵ サ－ビスの提供に当たって生徒の安全の確保に努めること。 

 ⑶ 個人情報の保護に関し必要な措置を講ずること。 

 ⑷ 第１３条の規定による調査等の求めに応じること。 

 ⑸ 助成決定者が第９条第１項の規定に違反していることを確認したときは、その

旨を速やかに市長に報告すること。 

 ⑹ その他市長が必要と認める事項 

 （指定の取消し等） 

第１２条 市長は、指定学習塾が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定学

習塾に係る指定を取り消すことができる。 

 ⑴ 第３条第２号に規定する学習塾の要件を満たさなくなったとき。 

 ⑵ この要綱又は第７条第２項後段の規定による指定の条件に違反したとき。 

 ⑶ 虚偽その他不正の手段により指定を受け、又は助成金の支払いを受けたとき。 

 ⑷ その他指定学習塾として適切でないと認められるとき。 

２ 市長は、指定学習塾が虚偽その他不正の手段により助成金の支払いを受けたとき

は、当該支払った額について、返還を命ずるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により指定を取り消すときは、大分市子どもの学習支援事

業学習塾指定取消通知書（様式第１５号）により、当該取消しに係る指定学習塾に

通知するものとする。 

 （調査等） 

第１３条 市長は、指定学習塾による学習指導の実施の状況について、当該指定事業



者に説明若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査をすることができる。 

 （その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１８日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第５条の規定は、令和２年度以後の年度分の助成金について適用し、令

和元年度以前の年度分の助成金については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際改正前の大分市子どもの学習支援事業実施要綱に規定する

様式の用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 


